
1ヶ月程度

〔総社市開発行為取扱要綱第３条による〕

○開発原案による説明・協議

　　　　　　　　　　

〔総社市開発行為取扱要綱第4条による〕

〇原則、書面による協議

　 〔総社市開発行為取扱要綱第5条による〕

協議のフロー

※大幅な修正がある場合、再度 開発連絡
調整会議が必要になることがあります。

会議で出た意見を元に
修正協議等

『事前協議申請書』の提出

『設計協議申請書』の提出 設計協議

協定書の締結

事業主（開発者） 市

開発連絡調整会議の開催
（事前協議）

受理

各課と綿密な協議

※開発連絡調整会議での質問に

回答できるよう、具体的で綿密な

協議をしておいてください。（関係

法令等の確認など）

開発行為着手


